
令 和 5 年 6 月　　清 風 学 園 

養護教諭・健康担当者の執務必携誌「健」､「健康教室」より

・来室前に、必ず担任の先生もしくは学年

の先生、授業担当の先生に申し出てから

・急ぎでない場合は休み時間中に利用する

保健室を利用する時

あじさい
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